
省

令

平成˜�年 月 日 金曜日 第›˜�œ号官 報

（
経
済
産
業
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
で
経
済
産
業
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
中
小
企
業
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。）。

第
百
六
十
二
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
中
小
企
業
者
が
他
の
事

業
者
と
の
連
携
又
は
事
業
の
共
同
化
に
よ
り
実
施
す
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
に
関
す
る
こ
と
に
限

る
。）。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
二
十
三
号
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
四

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務
で
国
土
交
通
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
局
及
び
政
策
統
括
官
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

第
四
十
七
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
で
国
土
交
通
省
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
局
及
び
政
策
統
括
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

第
百
六
十
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
流
通
拠
点
地
区
に

関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

〇
文
部
科
学
省
令
第
四
十
号

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年

法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
学

校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）第
八
条
、

第
五
十
七
条
第
二
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
六
十
八

条
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
八
十
二

条
の
七
第
三
項
並
び
に
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
五
条
第
五
項
第
二
号
並
び
に

附
則
第
九
項
の
表
イ
の
項
並
び
に
別
表
第
一
備
考
第
二
号

の
三
及
び
別
表
第
二
備
考
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
学

校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴

う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
九
月
九
日文

部
科
学
大
臣

中
山

成
彬

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の

施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関

す
る
省
令

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部

省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
六
十
八
条
の
二
第

三
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
学
位
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

学
位
規
則（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

大
学
が
行
う
学
位
授
与
（
第
二
条
e

第
五

条
の
三
）

第
三
章

短
期
大
学
が
行
う
学
位
授
与
（
第
五
条
の

四
）

第
四
章

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機

構
が
行
う
学
位
授
与（
第
六
条
・
第
七
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
八
条
e

第
十
三
条
）

附
則

第
一
条
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」に
改
め
、「（
短

期
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
二
条
中
「
、
大
学
」の
下
に「（
短
期
大
学
を
除
く
。

第
十
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
を
除
き
、
以
下
同

じ
。）」
を
加
え
る
。

第
四
章
を
第
五
章
と
す
る
。

第
六
条
中
「
第
六
十
八
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
六

十
八
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
第
二
章
の
次
に
次
の
一
章

を
加
え
る
。

第
三
章

短
期
大
学
が
行
う
学
位
授
与

（
短
期
大
学
士
の
学
位
授
与
の
要
件
）

第
五
条
の
四

法
第
六
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
短
期
大
学
士
の
学
位
の
授
与
は
、短
期
大
学
が
、

当
該
短
期
大
学
を
卒
業
し
た
者
に
対
し
行
う
も
の
と

す
る
。

（
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
条

高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文

部
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
四
条
第
一
号
中
「
学
士
の
学
位
」
を
「
学
士
若

し
く
は
短
期
大
学
士
の
学
位
」
に
、「
こ
れ
に
相
当
す
る

学
位
」
を
「
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
学
位
」
に
改
め
る
。

（
専
修
学
校
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条

専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
号
及
び
第
十
九
条
第
三
号
中
「
準
学

士
の
称
号
」
を
「
短
期
大
学
士
の
学
位
又
は
準
学
士
の

称
号
」
に
改
め
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年

文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
十
六
条
第
三
号
中「
学
校
教
育
法
」の
下
に「（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）」を
加
え
る
。

第
六
十
六
条
の
二
第
一
号
中
「
学
校
教
育
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
九
条
の
二
第
七

項
に
定
め
る
準
学
士
の
称
号
」
を
「
短
期
大
学
士
の
学

位
」
に
改
め
る
。

（
中
小
企
業
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

中
小
企
業
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
中
小
企
業
経
営
支
援
分
科
会
の
項
第
二
号
中
「
、
中
小
企
業
流
通
業
務
効
率
化
促
進
法
（
平

成
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
条
第
三
項
」
を
削
り
、「
及
び
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）」を
「
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年

法
律
第
十
八
号
）
及
び
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）

第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

農
林
水
産
大
臣

岩
永

峯
一

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

ら
ニ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
前
号
ホ
」
を
「
前
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
前
号
ヘ
」
を
「
前
号
ト
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
六
項
第
二
号
中
「
第
三
項
第
一
号
ハ
」
の
下
に
「
及
び
ニ
」
を
加
え
、
同
項

第
三
号
中
「
階
高
及
び
」
を
削
り
、「
そ
れ
ぞ
れ
四
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
八
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
千
五
百
平

方
メ
ー
ト
ル
」
に
、「
千
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
こ
の
政

令
の
施
行
の
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
倉
庫
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す

る
上
屋
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に

規
定
す
る
倉
庫
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
上
屋
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第

十
一
号
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
が
、
他
の
事
業
者
と
の
連
携
に
よ
り
実
施
し
よ
う
と
す
る
同
条
第
二
号
に

規
定
す
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
に
つ
い
て
の
計
画
で
あ
っ
て
同
法
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た

も
の
（
同
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、そ
の
変
更
後
の
も
の
）に
従
っ

て
行
う
当
該
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も

の
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